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11月は「ねんきん月間」、11月30日（いいみらい）は「年金の日」です！
「国民年金」って、どんな制度？

　厚生労働省では、高齢期の生活設計に思いを巡らせていただく日として11（いい）月30（みらい）
日を「年金の日」としています。「ねんきんネット※」などを活用しながら、公的年金を通した未来の
生活設計を考えてみませんか。
� ■問／国保年金課☎525－3738　東北福島年金事務所☎535－0141

A５
　保険料の免除や納付猶予の制度があります。保
険料を納めることが難しいときは、申請してくだ
さい。日本年金機構で前年所得などを審査して承
認を受けると納付が免除（猶予）されます。原則、
毎年申請が必要です。

○前年所得が一定額以下の自営業・無職の方など
　全額・3/4・1/2・1/4の保険料が免除される制度です。
　本人・配偶者・世帯主の前年所得で審査します。
＊一部免除の方は、残りの保険料を納めないと未納になりますの

で、ご注意ください。
○50歳未満の方…「納付猶予制度」
　保険料の納付が猶予される制度です。
　本人・配偶者の前年所得で審査します。
○対象校の学生の方…「学生納付特例制度」
　学生の間、保険料の納付が猶予される制度です。
　本人の前年所得で審査します。

年金のご相談・問い合わせ
❶東北福島年金事務所　☎535－0141 （音声案内）
　受給の相談はご予約を。☎0570－05－1165
❷街角の年金相談センター福島（対面相談のみ）
　所在地：北五老内町７−５ イズム37 ２階
　☎531－3838（予約専用ダイヤル）
❸ねんきんダイヤル　☎0570－05－1165 （音声案内）
　「050」から始まる電話でかける場合は、
　☎03－6700－1165
相談受付時間
・平日（祝日を除く月〜金曜日）
　午前８時30分〜午後５時15分
・月曜日（週初めの開所日）は午後７時まで延長
・❶❸は、第２土曜日午前９時30分〜午後４時も受け

付けます。
※事前予約するとスムーズに相談が行えます。

A１
　国民年金は、国内に住所のある20歳以上60歳
未満の全ての方が加入し、次の３種類のいずれか
の被保険者となります。

●第１号被保険者…自営業・学生・無職の方など
　保険料は、自分で納めます。
●第２号被保険者…会社員・公務員などの厚生年金の加入者
　保険料は、給与から天引きされます。
●第３号被保険者…第２号被保険者の方に扶養されている配偶者
　保険料は、第２号被保険者の年金制度で負担します。

Ｑ１　どんな人が加入するの？

A２
定額保険料（月額）16,340円（平成30年度）

　 付加保険料（月額） 400円（任意加入）
＊ 年金受給額を増やす制度として、任意加入の「国民年金基

金制度」もあります。
＊ まとめて納める前納制度や、当月分を月末に引き落とす

早割制度を利用すれば、保険料が割引されます。

Ｑ２　第１号被保険者の保険料は？

A３
　日本年金機構から送付される納付書により、金
融機関、ゆうちょ銀行、コンビニエンスストア、
電子納付でお納めください。口座振替、クレジッ
トカードもご利用いただけます。

Ｑ３　納付方法は？

A４　基礎年金額は下表のとおりです。 （平成30年度）

基
礎
年
金

老齢基礎年金 原則65歳から一生涯支給
年額779,300円（40年納付した方）

障害基礎年金
国民年金加入中または20歳前の病気やけがで
障害が残ったとき
　１級…年額　974,125円
　２級…年額　779,300円

遺族基礎年金
18歳以下の子を残して亡くなったとき。
子が１人いる妻（夫）が受給する場合
　年額　1,003,600円

　このほか、年金受給額に200円×納付月数（年額）が加算される
「付加年金」、夫が死亡したときに一定の要件を満たす妻に60歳か
ら65歳になるまで支給される「寡婦年金」、死亡したとき一定の要
件を満たすと遺族に支給される「死亡一時金」があります。 

Ｑ４　国民年金の受給額は？

Ｑ５　保険料の納付が難しいときは？ 

※ 「ねんきんネット」…インターネットを通じて自分の年金の加入記録の照会や受給見込額の試算などができる
日本年金機構のサービスです。スマートフォンも対応しています。
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不法投棄・野焼きを
見つけたら
ためらわず廃棄物
対策課や最寄りの警察署に通報して
ください。また、現場に遭遇した場
合は、危険なので無理に声掛けや写
真撮影をせずに通報してください。
廃棄物対策課　☎529－5266
福島警察署　　☎522－2121
福島北警察署　☎554－0110

通報のポイント

1 どこで

2 いつ頃から

3 どんなごみが

4 どれくらいの量

5 どんな人が

6 車両のナンバーは

無料

５年以下の懲役
または

１千万円以下
（法人は３億円以下）

の罰金！
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　年金を受給するには、納付期間など
が10年（受給資格期間）以上必要です。
免除・猶予期間は、受給資格期間に含
まれます。未納にしてしまうと、受給
資格期間に含まれず、高齢になったと
き老齢基礎年金が受給できなかったり、
障害年金や遺族年金を受給できない場
合があります。

ワンポイント！

臨時災害
ラジオ放送

万一災害が発生した場合、市では、ＦＭポコ（76.2MHz）を「臨時災害ラジオ放送局」として、避
難所やライフラインなどに関する緊急情報をお知らせします。 ●問／危機管理室☎525－3793




